
　一級河川である小鮎川には、柳梅橋水位観測所を神
奈川県が設置しており、平成29年度の観測開始から5年
以上が経過し、水位等のデータが蓄積されたことから、
今年度、水防法第16条に基づく氾濫危険水位等の設定
がされました。
　観測用表示板は、柳梅橋から上流の左岸の堤防に設
置されており、河川の水位が測定できるようになってい
ます。
　河川の水位情報は、次の表のとおりです。

①【高齢者等避難】
　河川水位が避難判断水位（2.05ｍ）に達し、さらに氾濫危険水位に達すると予想される場合。
　・発令される状況：災害発生の恐れあり
　・居住者等がとるべき行動：高齢者等は危険な場所から避難する。
②【避難指示】
　河川水位が氾濫危険水位（2.40ｍ）に達し、さらに水位上昇が予想される場合。
　・発令される状況：災害発生の恐れが高い
　・居住者等がとるべき行動：全員が危険な場所から避難する。
③【緊急安全確保】
　河川水位が堤防を越えると予想される場合。
　・発令される状況：災害の発生または切迫
　・居住者等がとるべき行動：命の危険、直ちに安全を確保する。
　※今後、大雨・洪水注意報や警報等の発表がされている場合や降雨の状況には、十分注意してください。

　参考：神奈川県雨量水位情報
　　　　（https://www.pref.kanagawa.jp/sys/suibou/web_general/suibou_joho/）
　　　　県央の【雨量・水位・カメラ画像など】により、確認することができます。

記
号
一
覧

日
日
時
期
期
間
場
場
所

対
対
象
内
内
容
講
講
師

費
費
用

他
そ
の
他

申
申
し
込
み

問
問
い
合
わ
せ

国 民 年 金
保険料の免除・猶予制度のご案内

　国民年金にご加入の方は、毎月保険料を納めなければなりません。収入の減少や失
業などにより、保険料を納めることが困難な場合は、未納のままにせず、「免除・納付
猶予制度」をご利用ください。
※詳しくは日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp）を
ご覧ください。
問 厚木年金事務所☎（223）7171、税務住民課住民保険係☎（288）3849

柳梅橋水位観測所における氾濫危険水位等について柳梅橋水位観測所における氾濫危険水位等について

河川名

小鮎川

基準水位
観測所名

柳梅橋

水防団待機水位
（通報水位）

1.20ｍ

氾濫注意水位
（警戒水位）

1.70ｍ

避難判断水位

2.05ｍ

氾濫危険水位
（洪水特別警戒水位）

2.40ｍ

避難情報

問 総務課安全防災交通係☎（288）1212
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児童手当の現況届について

　児童の養育状況が変わっていなければ、現
況届の提出は原則不要です。
　ただし、次の①～④に該当する方は現況届
の提出が必要です。
①法人である未成年後見人、施設・里親の受
　給者
②離婚協議中の受給者である同居の父母
③配偶者からの暴力などにより、住民票の住
　所地が実際の居住地と異なる方
④その他、状況を確認する必要がある方

現況届の提出が原則不要です

・結婚、離婚などにより受給者を変更するとき
・加入している年金を変更するとき
・振込口座を変更するとき
・村外に転出するとき、または村内で転居したとき
・出生などにより支給対象の児童が増えたとき
・監護しなくなったなどの理由で支給対象の
　児童が減ったとき
・児童が児童養護施設に入所したとき
・支給対象の児童と別居したとき
・受給者が公務員になったとき

次のような場合は手続きが必要です
（申請や届出は15日以内）

 ・児童手当などが支給されなくなった後に所得
が上限額を下回った場合、改めて認定請求書
などの提出が必要となります。
※支給されなくなった後に、その年度内に税の
更正を行い所得が限度額を下回った場合に
は、手続きが必要となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算して
います。あくまで目安であり、実際は給与所得
控除や、医療費控除、雑損控除などを控除し
た後の所得額で支給の有無を確認します。

所得が基準額以上の世帯は、
児童手当が支給されません

◎基準額目安　　　　　　　　　　（単位：万円）

扶養親族などの数 所得額 収入額目安

０人

１人

２人

３人

４人

858

896

934

972

1,010

1,071

1,124

1,162

1,200

1,238

子育て健康福祉課子育て支援係☎（288）3861問

対内費 場 日

申他

税
務
住
民
課
環
境
係

総
務
課

安
全
防
災
交
通
係

☎（
２
８
８
）１
２
１
２

６
月
19
日（
水
）ま
で
に
申
込

書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の

う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
申
込
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
総
務
課
窓
口
で
配

布
し
て
い
ま
す
。

・一
般
診
断
法
に
よ
る
耐
震

診
断
を
ご
希
望
の
方
は
、
耐

震
診
断
費
補
助
金
交
付
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
な
お
村
で
は
、
民
間
企
業

に
耐
震
診
断
や
リ
フ
ォ
ー
ム

工
事
な
ど
の
戸
別
訪
問
を
依

頼
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

悪
質
な
訪
問
販
売
な
ど
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

住
宅
の
耐
震
性
の
向
上
と
地

震
に
強
い
安
全
な
ま
ち
づ
く
り

を
促
進
す
る
た
め
、
木
造
住
宅

の
無
料
耐
震
相
談
会
を
開
催
し

ま
す
。

６
月
22
日（
土
）午
後
１
時
30

分
〜
４
時
30
分

※

事
前
予
約
制

役
場
庁
舎
１
階
・
村
民
相
談
室

①
〜
③
の
全
て
に
該
当
す
る

木
造
住
宅
を
所
有
す
る
方

①
村
内
に
自
ら
が
所
有
し
居

住
し
て
い
る
も
の

②
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前

に
建
築
さ
れ
た
２
階
建
て
以

下
の
専
用
住
宅
、
二
世
帯
住

宅
ま
た
は
店
舗
兼
用
住
宅
で

あ
る
も
の（
た
だ
し
、
昭
和

56
年
６
月
１
日
以
降
に
増
改

築
し
た
も
の
を
除
く
）

③
木
造
在
来
工
法
で
建
築
さ

れ
た
も
の（
枠
組
壁
工
法
ま

た
は
プ
レ
ハ
ブ
工
法
に
よ
ら

な
い
も
の
）

図
面
、
写
真
に
よ
る
簡
易
耐

震
診
断
お
よ
び
耐
震
改
修
に

つ
い
て
の
相
談
な
ど

無
料

木
造
住
宅
の
無
料
耐
震
相
談
会

を
開
催
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税
務
住
民
課
環
境
係

子
育
て
健
康
福
祉
課

子
育
て
支
援
係

☎（
２
８
８
）３
８
６
１

雇
用
期
間
／
７
月
１
日（
月
）

〜
８
月
30
日（
金
）

６
月
３
日（
月
）か
ら
28
日

（
金
）ま
で
の
間
に
子
育
て
健

康
福
祉
課
で
配
布
の
申
請
書

を
郵
送（
〒
2
4
3
ー
0
1
9
5

※

住
所
不
要
）ま
た
は
窓
口
で

提
出
。

18
歳
以
上（
高
校
卒
業
以
上
）

の
方

　若
干
名

給
与
／
時
給
１
１
６
６
円

勤
務
日
／
シ
フ
ト
制（
月
〜

金
曜
日
）午
前
８
時
30
分
〜

午
後
６
時
30
分

勤
務
期
間
／
７
月
22
日（
月
）

〜
８
月
30
日（
金
）

ひ
ま
わ
り
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ・

夏
休
み
期
間
中
の
指
導
員
を
募
集

税
務
住
民
課
環
境
係

子
育
て
健
康
福
祉
課

子
育
て
支
援
係

☎（
２
８
８
）３
８
６
１

い
、か
つ
集
団
生
活
を
営
む
上

で
著
し
く
支
障
の
な
い
児
童

①
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
育
成

負
担
金
／
月
額
６
千
円

②
教
材
費
・
お
や
つ
代
／
２

千
円（
変
動
の
可
能
性
あ
り
）

③
早
朝
保
育
料
／
１
回
１
０

０
円

④
延
長
保
育
料
／
１
回
１
０

０
円

※

上
限
千
円（
希
望
者
の
み
）

子
育
て
健
康
福
祉
課
窓
口
に

設
置
し
て
い
る
申
込
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、６
月
28

日（
金
）ま
で
に
申
込
み
。

※

定
員
を
超
え
る
申
請
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、就
労
状
況
な
ど

を
基
に
利
用
決
定
し
ま
す
。

毎
週
月
〜
金
曜
日

①
夏
休
み
期
間
中（
７
月
22

日（
月
）〜
８
月
30
日（
金
））・

振
替
休
日
・
月
〜
金
曜
日
に

あ
た
る
祝
日
／
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
６
時
30
分
ま
で

②
早
朝
保
育
／
午
前
８
時
か

ら
８
時
30
分
ま
で

延
長
保
育
／
午
後
６
時
30
分

か
ら
７
時
ま
で

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ひ
ま
わ

り
館
２
階
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
室

村
内
小
学
校
に
在
籍
す
る
１

〜
６
年
生
で
保
護
者
の
就

労
、疾
病
な
ど
の
理
由
に
よ

り
、夏
休
み
期
間
中
、家
庭
に

お
い
て
保
育
を
受
け
ら
れ
な

ひ
ま
わ
り
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ・

夏
休
み
期
間
中
の
入
所
申
込
み

対内

申

日場

費申

対

運転に  ゆとり  やさしさ  思いやり
暴走は  しない  させない  ゆるさない！

「暴走族」の脱退の相談は、県警察暴走族相談員（☎045（211）0174）へ
問 総務課安全防災交通係☎（288）1212

対

内申

税
務
住
民
課
環
境
係

子
育
て
健
康
福
祉
課

子
育
て
支
援
係

☎（
２
８
８
）３
８
６
１

①
結
婚
を
機
に
新
た
に
村
内

に
住
宅
を
取
得
（
婚
姻
前
に

取
得
し
た
場
合
は
婚
姻
日
か

ら
起
算
し
て
１
年
以
内
）
す

る
際
の
費
用
ま
た
は
住
宅
物

件
に
係
る
賃
借
料
な
ど

②
結
婚
を
機
に
引
っ
越
し
を

し
た
際
の
経
費
で
業
者
に
支

払
っ
た
費
用

③
結
婚
を
機
に
村
内
の
住
宅

を
取
得
、ま
た
は
村
内
の
住
宅

物
件
を
賃
借
し
た
際
に
、住

宅
な
ど
の
リ
フ
ォ
ー
ム（
婚
姻

前
に
リ
フ
ォ
ー
ム
し
た
場
合

は
、婚
姻
日
か
ら
起
算
し
て
１

年
以
内
）を
す
る
た
め
に
要
し

た
費
用

①
〜
③
の
実
費
負
担
分
で
１

世
帯
当
た
り
30
万
円
（
夫
婦

と
も
に
29
歳
以
下
の
場
合
は

60
万
円
）を
上
限
に
支
給（
①

〜
③
合
算
も
可
）

子
育
て
健
康
福
祉
課
窓
口
で

申
請
。
申
請
に
必
要
な
添
付

書
類
が
あ
る
た
め
、
申
請
前

に
必
ず
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　結
婚
に
伴
う
新
生
活
を
経
済

的
に
支
援
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
住
居
費
お
よ
び
引
越
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令

和
７
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
婚
姻
届
を
提
出
し
、
受
理

さ
れ
た
新
婚
夫
婦
。
村
内
に

住
所
を
有
し
、
夫
婦
と
も
に

婚
姻
日
に
お
け
る
年
齢
が
39

歳
以
下
で
、
夫
婦
の
所
得
額

が
５
０
０
万
円
未
満
の
世
帯

で
あ
り
、
令
和
６
年
３
月
１

日
か
ら
令
和
７
年
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
村
内
へ
の
転
入

届
な
ど
を
提
出
し
受
理
済
で

あ
る
こ
と
。

結
婚
新
生
活
支
援
事
業

〜
補
助
対
象
を
拡
大
〜

二輪車交通事故防止強化月間・暴走族追放強化月間二輪車交通事故防止強化月間・暴走族追放強化月間
スローガン

令和５年度清川村交通安全
ポスターコンクール入選作品

伊藤日菜さん（緑小）
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児童手当の現況届について

　児童の養育状況が変わっていなければ、現
況届の提出は原則不要です。
　ただし、次の①～④に該当する方は現況届
の提出が必要です。
①法人である未成年後見人、施設・里親の受
　給者
②離婚協議中の受給者である同居の父母
③配偶者からの暴力などにより、住民票の住
　所地が実際の居住地と異なる方
④その他、状況を確認する必要がある方

現況届の提出が原則不要です

・結婚、離婚などにより受給者を変更するとき
・加入している年金を変更するとき
・振込口座を変更するとき
・村外に転出するとき、または村内で転居したとき
・出生などにより支給対象の児童が増えたとき
・監護しなくなったなどの理由で支給対象の
　児童が減ったとき
・児童が児童養護施設に入所したとき
・支給対象の児童と別居したとき
・受給者が公務員になったとき

次のような場合は手続きが必要です
（申請や届出は15日以内）

 ・児童手当などが支給されなくなった後に所得
が上限額を下回った場合、改めて認定請求書
などの提出が必要となります。
※支給されなくなった後に、その年度内に税の
更正を行い所得が限度額を下回った場合に
は、手続きが必要となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算して
います。あくまで目安であり、実際は給与所得
控除や、医療費控除、雑損控除などを控除し
た後の所得額で支給の有無を確認します。

所得が基準額以上の世帯は、
児童手当が支給されません

◎基準額目安　　　　　　　　　　（単位：万円）

扶養親族などの数 所得額 収入額目安

０人

１人

２人

３人

４人

858

896

934

972

1,010

1,071

1,124

1,162

1,200

1,238

子育て健康福祉課子育て支援係☎（288）3861問

対内費 場 日

申他

税
務
住
民
課
環
境
係

総
務
課

安
全
防
災
交
通
係

☎（
２
８
８
）１
２
１
２

６
月
19
日（
水
）ま
で
に
申
込

書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の

う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
申
込
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
総
務
課
窓
口
で
配

布
し
て
い
ま
す
。

・一
般
診
断
法
に
よ
る
耐
震

診
断
を
ご
希
望
の
方
は
、
耐

震
診
断
費
補
助
金
交
付
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
な
お
村
で
は
、
民
間
企
業

に
耐
震
診
断
や
リ
フ
ォ
ー
ム

工
事
な
ど
の
戸
別
訪
問
を
依

頼
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

悪
質
な
訪
問
販
売
な
ど
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

住
宅
の
耐
震
性
の
向
上
と
地

震
に
強
い
安
全
な
ま
ち
づ
く
り

を
促
進
す
る
た
め
、
木
造
住
宅

の
無
料
耐
震
相
談
会
を
開
催
し

ま
す
。

６
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22
日（
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）午
後
１
時
30

分
〜
４
時
30
分

※

事
前
予
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制
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場
庁
舎
１
階
・
村
民
相
談
室

①
〜
③
の
全
て
に
該
当
す
る

木
造
住
宅
を
所
有
す
る
方

①
村
内
に
自
ら
が
所
有
し
居

住
し
て
い
る
も
の

②
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前

に
建
築
さ
れ
た
２
階
建
て
以

下
の
専
用
住
宅
、
二
世
帯
住

宅
ま
た
は
店
舗
兼
用
住
宅
で

あ
る
も
の（
た
だ
し
、
昭
和

56
年
６
月
１
日
以
降
に
増
改

築
し
た
も
の
を
除
く
）

③
木
造
在
来
工
法
で
建
築
さ

れ
た
も
の（
枠
組
壁
工
法
ま

た
は
プ
レ
ハ
ブ
工
法
に
よ
ら

な
い
も
の
）

図
面
、
写
真
に
よ
る
簡
易
耐

震
診
断
お
よ
び
耐
震
改
修
に

つ
い
て
の
相
談
な
ど

無
料

木
造
住
宅
の
無
料
耐
震
相
談
会

を
開
催

お知らせ村政情報室 10

税
務
住
民
課
環
境
係

子
育
て
健
康
福
祉
課

子
育
て
支
援
係

☎（
２
８
８
）３
８
６
１

雇
用
期
間
／
７
月
１
日（
月
）

〜
８
月
30
日（
金
）

６
月
３
日（
月
）か
ら
28
日

（
金
）ま
で
の
間
に
子
育
て
健

康
福
祉
課
で
配
布
の
申
請
書

を
郵
送（
〒
2
4
3
ー
0
1
9
5

※
住
所
不
要
）ま
た
は
窓
口
で

提
出
。

18
歳
以
上（
高
校
卒
業
以
上
）

の
方

　若
干
名

給
与
／
時
給
１
１
６
６
円

勤
務
日
／
シ
フ
ト
制（
月
〜

金
曜
日
）午
前
８
時
30
分
〜

午
後
６
時
30
分

勤
務
期
間
／
７
月
22
日（
月
）

〜
８
月
30
日（
金
）

ひ
ま
わ
り
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ・

夏
休
み
期
間
中
の
指
導
員
を
募
集

税
務
住
民
課
環
境
係

子
育
て
健
康
福
祉
課

子
育
て
支
援
係

☎（
２
８
８
）３
８
６
１

い
、か
つ
集
団
生
活
を
営
む
上

で
著
し
く
支
障
の
な
い
児
童

①
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
育
成

負
担
金
／
月
額
６
千
円

②
教
材
費
・
お
や
つ
代
／
２

千
円（
変
動
の
可
能
性
あ
り
）

③
早
朝
保
育
料
／
１
回
１
０

０
円

④
延
長
保
育
料
／
１
回
１
０

０
円

※

上
限
千
円（
希
望
者
の
み
）

子
育
て
健
康
福
祉
課
窓
口
に

設
置
し
て
い
る
申
込
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、６
月
28

日（
金
）ま
で
に
申
込
み
。

※

定
員
を
超
え
る
申
請
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、就
労
状
況
な
ど

を
基
に
利
用
決
定
し
ま
す
。

毎
週
月
〜
金
曜
日

①
夏
休
み
期
間
中（
７
月
22

日（
月
）〜
８
月
30
日（
金
））・

振
替
休
日
・
月
〜
金
曜
日
に

あ
た
る
祝
日
／
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
６
時
30
分
ま
で

②
早
朝
保
育
／
午
前
８
時
か

ら
８
時
30
分
ま
で

延
長
保
育
／
午
後
６
時
30
分

か
ら
７
時
ま
で

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ひ
ま
わ

り
館
２
階
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
室

村
内
小
学
校
に
在
籍
す
る
１

〜
６
年
生
で
保
護
者
の
就

労
、疾
病
な
ど
の
理
由
に
よ

り
、夏
休
み
期
間
中
、家
庭
に

お
い
て
保
育
を
受
け
ら
れ
な

ひ
ま
わ
り
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ・

夏
休
み
期
間
中
の
入
所
申
込
み

対内

申

日場

費申

対

運転に  ゆとり  やさしさ  思いやり
暴走は  しない  させない  ゆるさない！

「暴走族」の脱退の相談は、県警察暴走族相談員（☎045（211）0174）へ
問 総務課安全防災交通係☎（288）1212

対

内申

税
務
住
民
課
環
境
係

子
育
て
健
康
福
祉
課

子
育
て
支
援
係

☎（
２
８
８
）３
８
６
１

①
結
婚
を
機
に
新
た
に
村
内

に
住
宅
を
取
得
（
婚
姻
前
に

取
得
し
た
場
合
は
婚
姻
日
か

ら
起
算
し
て
１
年
以
内
）
す

る
際
の
費
用
ま
た
は
住
宅
物

件
に
係
る
賃
借
料
な
ど

②
結
婚
を
機
に
引
っ
越
し
を

し
た
際
の
経
費
で
業
者
に
支

払
っ
た
費
用

③
結
婚
を
機
に
村
内
の
住
宅

を
取
得
、ま
た
は
村
内
の
住
宅

物
件
を
賃
借
し
た
際
に
、住

宅
な
ど
の
リ
フ
ォ
ー
ム（
婚
姻

前
に
リ
フ
ォ
ー
ム
し
た
場
合

は
、婚
姻
日
か
ら
起
算
し
て
１

年
以
内
）を
す
る
た
め
に
要
し

た
費
用

①
〜
③
の
実
費
負
担
分
で
１

世
帯
当
た
り
30
万
円
（
夫
婦

と
も
に
29
歳
以
下
の
場
合
は

60
万
円
）を
上
限
に
支
給（
①

〜
③
合
算
も
可
）

子
育
て
健
康
福
祉
課
窓
口
で

申
請
。
申
請
に
必
要
な
添
付

書
類
が
あ
る
た
め
、
申
請
前

に
必
ず
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　結
婚
に
伴
う
新
生
活
を
経
済

的
に
支
援
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
住
居
費
お
よ
び
引
越
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令

和
７
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
婚
姻
届
を
提
出
し
、
受
理

さ
れ
た
新
婚
夫
婦
。
村
内
に

住
所
を
有
し
、
夫
婦
と
も
に

婚
姻
日
に
お
け
る
年
齢
が
39

歳
以
下
で
、
夫
婦
の
所
得
額

が
５
０
０
万
円
未
満
の
世
帯

で
あ
り
、
令
和
６
年
３
月
１

日
か
ら
令
和
７
年
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
村
内
へ
の
転
入

届
な
ど
を
提
出
し
受
理
済
で

あ
る
こ
と
。

結
婚
新
生
活
支
援
事
業

〜
補
助
対
象
を
拡
大
〜

二輪車交通事故防止強化月間・暴走族追放強化月間二輪車交通事故防止強化月間・暴走族追放強化月間
スローガン

令和５年度清川村交通安全
ポスターコンクール入選作品

伊藤日菜さん（緑小）

お知らせ村政情報室11



子
育
て
健
康
福
祉
課

高
齢
介
護
係

☎（
２
８
８
）３
８
６
１

・
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い
方

購
入
費
の
１
／
２
の
額
で
5

万
円
を
上
限
と
し
て
助
成

※

当
該
年
度
中
に
購
入
し
た

補
聴
器
に
限
り
ま
す
。

領
収
証
の
写
し
、仕
様
な
ど

が
分
か
る
書
類
、印
鑑
、振
込

先
が
分
か
る
書
類
を
持
参
し

て
、子
育
て
健
康
福
祉
課
に

申
請

障
害
者
総
合
支
援
法
に
規
定

さ
れ
た
補
装
具
費
支
給
に

よ
っ
て
購
入
で
き
る
補
聴
器

は
対
象
外

　村
で
は
、高
齢
者
の
方
の
日
常

生
活
の
利
便
を
向
上
し
、心
身
の

機
能
維
持
お
よ
び
自
立
促
進
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、自
立

支
援
用
具（
補
聴
器
）の
購
入
費

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

村
内
に
住
所
を
有
し
、次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方

・
65
歳
以
上
の
方（
当
該
年
度

中
で
65
歳
に
な
る
方
を
含
む
）

・
用
具
を
購
入
し
て
、心
身

の
機
能
維
持
お
よ
び
自
立
促

進
に
努
め
る
方

・
村
民
税
等
に
未
納
が
な
い
方

65
歳
以
上
の
方
に

補
聴
器
の
購
入
費
を
助
成

対

内申他

税
務
住
民
課
環
境
係

日（
水
）の
主
に
水
・
土
曜
日

※
実
施
中
は
、赤
い
の
ぼ
り
と

横
断
幕
を
掲
示

堂
平
・
塩
水
林
道
・
本
谷
林
道
・

宮
ヶ
瀬
湖
東
岸
・
境
沢
・
唐
沢

林
道
周
辺

県
で
は
丹
沢
山
麓
の
自
然
植

生
の
回
復
を
目
的
に
、
銃
器
を

使
っ
た
二
ホ
ン
ジ
カ
の
個
体
数

調
整
を
実
施
し
ま
す
。

６
月
５
日（
水
）〜
26
日（
水
）、

10
月
２
日（
水
）〜
来
年
２
月
26

ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
管
理
捕
獲
の
実
施
県
自
然
環
境
保
全

セ
ン
タ
ー
野
生
生
物
課

☎（
２
４
８
）６
６
８
３

期

場

令和5年度有害鳥獣捕獲等の実績

　村では、鳥獣による農作物および生活被害を軽減するため、有害
鳥獣駆除および清川村猟区を開設し、有害鳥獣の捕獲に取り組んで
います。
　令和５年度の捕獲実績は、次のとおりです。

　厚木、秦野、伊勢原、愛川、清川の5市町村が観光
振興で連携している「県央やまなみ地域」の魅力を、
毎月順番に紹介します。紙面では伝えき
れない５市町村の観光にまつわるコラ
ムを、ニュースサイトでも紹介します
（QRコードからご覧ください）。

　５市町村では、伝統や文化などに基づき特色あ
る祭りを開催しています。
それぞれの祭りに参加し、違いを楽しんでみては
いかがでしょうか。
《主な祭り》
厚木市：あつぎ鮎まつり（８月）
清川村：青龍祭（８月）
愛川町：愛川町勤労祭野外フェスティバル（８月）
秦野市：秦野たばこ祭（９月）
伊勢原市：伊勢原観光道灌まつり（10月）
　村づくり観光課商工観光係☎（288）3864

　４月１日から不動産の相続登記申請が義務とされ、正当な理由なく、これを怠ると過料
が課せられる場合があります。４月１日以前に相続が開始した場合も同様です。
　なお、「相続人申告登記制度」が同時に新設されました。これは、登記上の所有者につ
き、相続が開始したことおよび自らが相続人であることを法務局に申出をすることによ
り、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度で、登記免許税は非課税です。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
　横浜地方法務局不動産登記部門☎045（641）7943　横浜地方法務局厚木支局☎046（224）3163

※有害鳥獣駆除は、神奈川県猟友会清川支部に依頼、清川村猟区の
維持管理は、清川村鳥獣保護協会へ委託。

　　　  種類
区分

ハクビシン等
小動物

有害鳥獣駆除

清川村猟区

計

二ホンジカ

103

38

141

イノシシ

18

1

19

サ　ル

4

―

4

９

―

9

（単位：頭）

問 建設農林課農林係☎（281）9436

相続登記の申請が義務になりました

問

法務省ホームページ

第１回　地域を伝える「お祭り」

問
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環
境
上
下
水
道
課
環
境
係
☎（
２
８
８
）３
８
６
２

　村
で
は
環
境
保
全
の
状
況
確

認
の
た
め
、
９
月
と
１
月
の
２

回
、
谷
太
郎
川
、
小
鮎
川
お
よ

び
金
翅
川
の
３
河
川
（
５
ヶ
所
）

の
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る

基
本
的
な
測
定
項
目
の
調
査
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　調
査
の
結
果
、P
H
、Ｂ
Ｏ
Ｄ
、

Ｓ
Ｓ
、Ｄ
Ｏ
の
項
目
全
て
に
お
い

て
、
環
境
基
準
を
満
た
す
数
値

を
計
測
し
ま
し
た
。

　大
腸
菌
数
の
数
値
は
、
片
原

橋
、
寺
鐘
橋
、
御
門
橋
で
基
準

値
を
超
え
て
い
ま
す
が
、
気
温

や
河
川
の
水
量
、
鳥
獣
の
ふ
ん

尿
、
生
活
排
水
の
流
入
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
り
、
今
回

の
大
腸
菌
数
の
調
査
結
果
は
、

B
O
D
や
S
S
の
濃
度
が
低
い

こ
と
か
ら
、
土
壌
や
植
物
な
ど

の
自
然
界
に
由
来
す
る
菌
種
が

多
く
検
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

令
和
５
年
度

　河
川
水
質
調
査
結
果
報
告

採水場所

谷太郎川 水の尻沢
橋

小鮎川

金翅川

基準値（目標値）

原下地区

片原橋

寺鐘橋

御門橋

調査項目
実施日

令和5年9月25日
令和6年1月25日
令和5年9月25日
令和6年1月25日
令和5年9月25日
令和6年1月25日
令和5年9月25日
令和6年1月25日
令和5年9月25日
令和6年1月25日

7.6
7.6
7.9
7.8
7.8
7.8
7.8 
7.8
8.0
8.1

0.4
0.6
0.3
0.7
0.9
0.9
0.7
2.0
0.4
1.2

<1
<1
<1
<1
<1
<1
1
3
<1
<1

9.5
13.8
9.5 
12.6 
9.4 
12.6
9.1
12.7 
9.3
14.2

61
2

180
10
410
150
190
420
350
490

ＰＨ （単位：mg/ℓ） （単位：mg/ℓ） （単位：mg/ℓ） （単位：CFU/100mℓ）
ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌群数

6.5～8.5 2mg/ℓ
以下

25mg/ℓ
以下

7.5mg/ℓ
以上

300CFU/
100mℓ以下

●記号「＜」は、定量下限値未満であることを表します。
●小鮎川は水域類型Ａを、谷太郎川と金翅川は環境基準が定められていないため、２河川の流入先である
　小鮎川の水域類型Ａを目標値としています。
●基準値を超える数値は太字で表記しています。
●小鮎川や金翅川に入ったときは、手足や体を石けんを使って十分に洗いましょう。

調
査
項
目
の
解
説

PH（水素イオン濃度）

BOD（生物化学的酸素要求量）

SS（浮遊物質量）

DO（溶存酸素量）

大腸菌群数

ＰＨ7が中性で、それより数値が大きいとアルカリ性、小さいと酸性。

水のきれいさを示す代表的数値。数値が低いほど良い。

数値が低いほど濁りが少なく、透明度が高い。

数値が高いほど酸素量が多く、汚染源となる有機物が少ないため、
数値が高いほど良い。

主にふん便汚染に由来する細菌の数を示す数値。数位が低いほど良い。

男女共同参画週間

村では、令和3年3月に「清川村男女共同参画基本計画」を策定し、
事業の普及啓発に取り組み、性別にとらわれることなく、個人・家庭・
地域・学校で個性と能力を発揮できる社会を目指しましょう。
生涯学習課生涯学習係☎（288）3733問

６月23日～ 29日

だれもがどれも選べる社会に令和６年度の
キャッチフレーズ
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環
境
上
下
水
道
課
環
境
係
☎（
２
８
８
）３
８
６
２

　村
で
は
環
境
保
全
の
状
況
確

認
の
た
め
、
９
月
と
１
月
の
２

回
、
谷
太
郎
川
、
小
鮎
川
お
よ

び
金
翅
川
の
３
河
川
（
５
ヶ
所
）

の
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る

基
本
的
な
測
定
項
目
の
調
査
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　調
査
の
結
果
、P
H
、Ｂ
Ｏ
Ｄ
、

Ｓ
Ｓ
、Ｄ
Ｏ
の
項
目
全
て
に
お
い

て
、
環
境
基
準
を
満
た
す
数
値

を
計
測
し
ま
し
た
。

　大
腸
菌
数
の
数
値
は
、
片
原

橋
、
寺
鐘
橋
、
御
門
橋
で
基
準

値
を
超
え
て
い
ま
す
が
、
気
温

や
河
川
の
水
量
、
鳥
獣
の
ふ
ん

尿
、
生
活
排
水
の
流
入
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
り
、
今
回

の
大
腸
菌
数
の
調
査
結
果
は
、

B
O
D
や
S
S
の
濃
度
が
低
い

こ
と
か
ら
、
土
壌
や
植
物
な
ど

の
自
然
界
に
由
来
す
る
菌
種
が

多
く
検
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

令
和
５
年
度

　河
川
水
質
調
査
結
果
報
告

採水場所

谷太郎川 水の尻沢
橋

小鮎川

金翅川

基準値（目標値）

原下地区

片原橋

寺鐘橋

御門橋

調査項目
実施日

令和5年9月25日
令和6年1月25日
令和5年9月25日
令和6年1月25日
令和5年9月25日
令和6年1月25日
令和5年9月25日
令和6年1月25日
令和5年9月25日
令和6年1月25日

7.6
7.6
7.9
7.8
7.8
7.8
7.8 
7.8
8.0
8.1

0.4
0.6
0.3
0.7
0.9
0.9
0.7
2.0
0.4
1.2

<1
<1
<1
<1
<1
<1
1
3
<1
<1

9.5
13.8
9.5 
12.6 
9.4 
12.6
9.1
12.7 
9.3
14.2

61
2

180
10
410
150
190
420
350
490

ＰＨ （単位：mg/ℓ） （単位：mg/ℓ） （単位：mg/ℓ） （単位：CFU/100mℓ）
ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌群数

6.5～8.5 2mg/ℓ
以下

25mg/ℓ
以下

7.5mg/ℓ
以上

300CFU/
100mℓ以下

●記号「＜」は、定量下限値未満であることを表します。
●小鮎川は水域類型Ａを、谷太郎川と金翅川は環境基準が定められていないため、２河川の流入先である
　小鮎川の水域類型Ａを目標値としています。
●基準値を超える数値は太字で表記しています。
●小鮎川や金翅川に入ったときは、手足や体を石けんを使って十分に洗いましょう。

調
査
項
目
の
解
説

PH（水素イオン濃度）

BOD（生物化学的酸素要求量）

SS（浮遊物質量）

DO（溶存酸素量）

大腸菌群数

ＰＨ7が中性で、それより数値が大きいとアルカリ性、小さいと酸性。

水のきれいさを示す代表的数値。数値が低いほど良い。

数値が低いほど濁りが少なく、透明度が高い。

数値が高いほど酸素量が多く、汚染源となる有機物が少ないため、
数値が高いほど良い。

主にふん便汚染に由来する細菌の数を示す数値。数位が低いほど良い。

男女共同参画週間

村では、令和3年3月に「清川村男女共同参画基本計画」を策定し、
事業の普及啓発に取り組み、性別にとらわれることなく、個人・家庭・
地域・学校で個性と能力を発揮できる社会を目指しましょう。
生涯学習課生涯学習係☎（288）3733問

６月23日～ 29日

だれもがどれも選べる社会に令和６年度の
キャッチフレーズ



厚
木
市
消
防
本
部

予
防
課
危
険
物
係

☎（
２
２
３
）９
３
７
１

村
内
在
住
の
小
学
３
年
生
か

ら
中
学
３
年
生
ま
で（
先
着
20

名
）

６
月
５
日（
水
）〜
19
日（
水
）

ま
で
に
電
話
・
窓
口
で
受
付

（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

15
分
）

　防
災
体
験
を
通
し
て
、楽
し
み

な
が
ら
災
害
へ
の
意
識
を
高
め

ま
し
ょ
う
。

①
集
合
訓
練

②
消
防
車
の
体
験
乗
車

③
放
水
体
験

④
子
供
の
危
機
管
理

⑤
防
災
体
験

７
月
31
日（
水
）午
前
９
時
〜

午
後
４
時

神
奈
川
県
総
合
防
災
セ
ン
タ
ー

厚
木
市
下
津
古
久
２
８
０
番
地

少
年
少
女
消
防
教
育
参
加
者
募
集

厚
木
市
消
防
本
部

救
急
救
命
課

☎（
２
２
３
）９
３
６
５

窓
口
で
受
付

（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

15
分
）

　心
肺
蘇
生
法
、自
動
体
外
式
除

細
動
器（
A
E
D
）の
取
扱
い
方

法
や
大
出
血
時
の
止
血
法
な
ど

を
学
び
ま
せ
ん
か
。

７
月
９
日（
火
）午
後
１
時
30
分

〜
４
時
30
分

村
内
在
住（
15
名
ま
で
）

抽
選
日
は
６
月
14
日（
金
）

無
料

役
場
庁
舎
４
階
・
清
川
村
住

民
セ
ン
タ
ー
集
会
室

６
月
13
日（
木
）ま
で
に
電
話
・

普
通
救
命
講
習
会
参
加
者
募
集 対

内日場対費 日場

申

申

清川村幼稚園・小学校・中学校一貫校
施設整備基本構想を策定しました
清川村幼稚園・小学校・中学校一貫校
施設整備基本構想を策定しました

　村では、園児・児童・生徒数の減少や校舎および給食センターなど6施設13棟ある学校施設の老朽化が
進んでいることから、平成30年度から今後の学校のあり方について、「研究会」、「検討会」を立ち上げ、保護
者、PTA代表、自治会長、学識経験者など多くの皆さんから意見を募り、学校の将来の教育について調査、研
究を重ね検討してきました。
　その結果を踏まえ、令和2年7月に村長と教育委員で構成する総合教育会議で「清川にひとつの　清川ら
しい幼稚園・小学校・中学校が一体となった新しい一貫校をつくりあげる」という方針決定を行い、その後
も皆さんからのご意見を伺いながら、令和5年12月に教育委員会で基本構想を策定しましたのでお知らせ
します。
　基本構想は、村のホームページで他の一貫校に関する情報とあわせて公表しています。
　（検索ワード：清川村　一貫校　基本構想）

　＊村教育委員会の窓口でも概要版を配布しています。
　　今後、基本構想等に関する説明会を行い、次のステップの基本計画の策定に向けて皆さんからのご意見
　をいただきたいと考えております。
【今後の主なスケジュール】
①基本計画策定　②測量、用地調査　③（仮）用地取得（必要な場合）　④基本設計・実施設計
⑤校舎建設工事　⑥解体・外構工事など
＊同時進行で一貫校に関する「検討委員会」や「（仮称）開校準備委員会」など
で検討・協議を行うとともに、住民の皆さんに情報提供を積極的に行っ
てまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

（https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/soshiki/kyoikuinkai/gakkoukyouikuka/
  youshouchuuikkankoukankei/3665.html）

　学校教育課学校教育係☎（288）1215問
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MHz

　総務課管理係☎（288）1212

メガ      ヘルツ

問

☆宮ヶ瀬レイクサイドエフエム☆

午後０時30分

募
集
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー☎（

０
１
２
０
）０
６
３
７
９
２

年
で
２
等
陸
・
海
・
空
尉
と

な
り
ま
す
。

医
科
・
歯
科
幹
部

　各
衛
生
部
門
に
お
い
て
、部

隊
の
医
療
や
健
康
指
導
な
ど
の

業
務
に
携
わ
る
幹
部
自
衛
官
と

な
る
者
を
採
用
し
ま
す
。２
等

陸
・
海
・
空
尉
以
上
で
採
用
と

な
り
ま
す
。

医
師
・
歯
科
医
師
の
免
許
取

得
者

６
月
６
日（
木
）ま
で

試
験
日〔
合
格
発
表
日
〕／

一
次…

６
月
21
日（
金
）〔
７

月
25
日（
木
）〕

入
隊
時
期
／
今
年
９
月
下
〜

10
月
上
旬

航
空
学
生

　海
上
自
衛
隊
・
航
空
自
衛
隊

の
パ
イ
ロ
ッ
ト
な
ど
を
養
成
す
る

制
度
で
す
。
入
隊
後
、
約
６
年
で

３
等
海
・
空
尉
と
な
り
ま
す
。

海
／
18
歳
以
上
23
歳
未
満
の

高
卒
者（
見
込
含
む
）

空
／
18
歳
以
上
24
歳
未
満
の

高
卒
者（
見
込
含
む
）

９
月
５
日（
木
）ま
で

試
験
日〔
合
格
発
表
﹈／

一
次…

９
月
16
日（
月
・
祝
）

〔
10
月
４
日（
金
）〕

二
次…

10
月
12
日（
土
）〜
17

日（
木
）※

い
ず
れ
か
１
日

〔
海
／
11
月
６
日（
水
）、
空

／
10
月
31
日（
木
）〕

三
次…

海
／
11
月
15
日（
金
）

〜
12
月
11
日（
水
）〔
来
年
１

月
20
日（
月
）〕

入
隊
時
期
／
来
年
３
月
下
旬

〜
４
月
上
旬

一
般
曹
候
補
生

　各
部
隊
勤
務
を
通
じ
て
、そ

の
基
幹
隊
員
と
な
る
陸
・
海
・

空
曹
自
衛
官
を
養
成
す
る
制
度

で
す
。入
隊
後
、２
年
９
カ
月
経

過
以
降
選
考
に
よ
り
３
等
陸
・

海
・
空
曹
と
な
り
ま
す
。

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
高

卒
者（
見
込
含
む
）

９
月
３
日（
火
）ま
で

試
験
日〔
合
格
発
表
〕／

一
次…

９
月
14
日（
土
）〜
22

日（
日
・
祝
）※

い
ず
れ
か
１

日〔
10
月
３
日（
木
）〕

二
次…

10
月
12
日（
土
）〜
10

月
27
日（
日
）※

い
ず
れ
か
１

日〔
11
月
21
日（
木
）〕

入
隊
時
期
／
来
年
３
月
下
旬

〜
４
月
上
旬

幹
部
候
補
生

　各
自
衛
隊
の
幹
部
自
衛
官
と
な

る
者
を
養
成
す
る
コ
ー
ス
で
す
。

【
大
卒
程
度
・
院
卒
者
試
験
】

大
卒…

22
歳
以
上
26
歳
未
満

の
方

院
卒…

20
歳
以
上
28
歳
未
満

の
方

６
月
13
日（
木
）ま
で

試
験
日﹇
合
格
発
表
﹈／

一
次…

６
月
22
日（
土
）﹇
７

月
18
日（
木
）﹈

入
隊
時
期
／
来
年
３
月
中
旬

〜
４
月
上
旬

入
隊
後
、約
１
年
で
３
等
陸
・

海
・
空
尉
と
な
り
ま
す
。

【
歯
科
・
薬
剤
科
】

専
門
大
卒（
見
込
含
む
）／
20

歳
以
上
30
歳
未
満
の
方

（
薬
剤
科
は
28
歳
未
満
）

６
月
13
日（
木
）ま
で

試
験
日﹇
合
格
発
表
﹈／

一
次…

６
月
22
日（
土
）﹇
７

月
18
日（
木
）﹈

入
隊
時
期
／
来
年
３
月
中
旬

〜
４
月
上
旬

入
隊
後
、歯
科
は
約
６
週
間

で
２
等
陸
・
海
・
空
尉
と
な

り
、薬
剤
科
は
入
隊
後
約
１

自
衛
官
を
募
集

自
衛
官
候
補
生

　自
衛
官
と
な
る
た
め
に
必
要

な
基
礎
的
教
育
訓
練
に
専
念
す

る
採
用
制
度
で
す
。

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

年
間
を
通
じ
て
実
施

・
試
験
日
は
受
付
時
に
お
知

ら
せ

・
合
格
発
表
日
は
試
験
時
に

お
知
ら
せ

入
隊
時
期
／
来
年
３
月
下
旬

〜
４
月
上
旬（
別
に
設
定
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

厚
木
市
中
町
２
ー
６
ー
24
ほ

て
い
屋
２
ビ
ル
３
階

自
衛
隊
厚
木
募
集
案
内
所

☎（
4
0
0
）2
4
8
6

対申他

対申他

対申他

対申場問 他

対申

対申他

他

公益財団法人神奈川県市町村振興協会

この宝くじの収益金は市町村の
明るく住みよいまちづくりに使われます。

お知らせ村政情報室15



MHz

　総務課管理係☎（288）1212

メガ      ヘルツ

問

☆宮ヶ瀬レイクサイドエフエム☆

午後０時30分

募
集
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー☎（

０
１
２
０
）０
６
３
７
９
２

年
で
２
等
陸
・
海
・
空
尉
と

な
り
ま
す
。

医
科
・
歯
科
幹
部

　各
衛
生
部
門
に
お
い
て
、部

隊
の
医
療
や
健
康
指
導
な
ど
の

業
務
に
携
わ
る
幹
部
自
衛
官
と

な
る
者
を
採
用
し
ま
す
。２
等

陸
・
海
・
空
尉
以
上
で
採
用
と

な
り
ま
す
。

医
師
・
歯
科
医
師
の
免
許
取

得
者

６
月
６
日（
木
）ま
で

試
験
日〔
合
格
発
表
日
〕／

一
次…

６
月
21
日（
金
）〔
７

月
25
日（
木
）〕

入
隊
時
期
／
今
年
９
月
下
〜

10
月
上
旬

航
空
学
生

　海
上
自
衛
隊
・
航
空
自
衛
隊

の
パ
イ
ロ
ッ
ト
な
ど
を
養
成
す
る

制
度
で
す
。
入
隊
後
、
約
６
年
で

３
等
海
・
空
尉
と
な
り
ま
す
。

海
／
18
歳
以
上
23
歳
未
満
の

高
卒
者（
見
込
含
む
）

空
／
18
歳
以
上
24
歳
未
満
の

高
卒
者（
見
込
含
む
）

９
月
５
日（
木
）ま
で

試
験
日〔
合
格
発
表
﹈／

一
次…

９
月
16
日（
月
・
祝
）

〔
10
月
４
日（
金
）〕

二
次…

10
月
12
日（
土
）〜
17

日（
木
）※

い
ず
れ
か
１
日

〔
海
／
11
月
６
日（
水
）、
空

／
10
月
31
日（
木
）〕

三
次…

海
／
11
月
15
日（
金
）

〜
12
月
11
日（
水
）〔
来
年
１

月
20
日（
月
）〕

入
隊
時
期
／
来
年
３
月
下
旬

〜
４
月
上
旬

一
般
曹
候
補
生

　各
部
隊
勤
務
を
通
じ
て
、そ

の
基
幹
隊
員
と
な
る
陸
・
海
・

空
曹
自
衛
官
を
養
成
す
る
制
度

で
す
。入
隊
後
、２
年
９
カ
月
経

過
以
降
選
考
に
よ
り
３
等
陸
・

海
・
空
曹
と
な
り
ま
す
。

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
高

卒
者（
見
込
含
む
）

９
月
３
日（
火
）ま
で

試
験
日〔
合
格
発
表
〕／

一
次…

９
月
14
日（
土
）〜
22

日（
日
・
祝
）※
い
ず
れ
か
１

日〔
10
月
３
日（
木
）〕

二
次…

10
月
12
日（
土
）〜
10

月
27
日（
日
）※

い
ず
れ
か
１

日〔
11
月
21
日（
木
）〕

入
隊
時
期
／
来
年
３
月
下
旬

〜
４
月
上
旬

幹
部
候
補
生

　各
自
衛
隊
の
幹
部
自
衛
官
と
な

る
者
を
養
成
す
る
コ
ー
ス
で
す
。

【
大
卒
程
度
・
院
卒
者
試
験
】

大
卒…

22
歳
以
上
26
歳
未
満

の
方

院
卒…

20
歳
以
上
28
歳
未
満

の
方

６
月
13
日（
木
）ま
で

試
験
日﹇
合
格
発
表
﹈／

一
次…

６
月
22
日（
土
）﹇
７

月
18
日（
木
）﹈

入
隊
時
期
／
来
年
３
月
中
旬

〜
４
月
上
旬

入
隊
後
、約
１
年
で
３
等
陸
・

海
・
空
尉
と
な
り
ま
す
。

【
歯
科
・
薬
剤
科
】

専
門
大
卒（
見
込
含
む
）／
20

歳
以
上
30
歳
未
満
の
方

（
薬
剤
科
は
28
歳
未
満
）

６
月
13
日（
木
）ま
で

試
験
日﹇
合
格
発
表
﹈／

一
次…

６
月
22
日（
土
）﹇
７

月
18
日（
木
）﹈

入
隊
時
期
／
来
年
３
月
中
旬

〜
４
月
上
旬

入
隊
後
、歯
科
は
約
６
週
間

で
２
等
陸
・
海
・
空
尉
と
な

り
、薬
剤
科
は
入
隊
後
約
１

自
衛
官
を
募
集

自
衛
官
候
補
生

　自
衛
官
と
な
る
た
め
に
必
要

な
基
礎
的
教
育
訓
練
に
専
念
す

る
採
用
制
度
で
す
。

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

年
間
を
通
じ
て
実
施

・
試
験
日
は
受
付
時
に
お
知

ら
せ

・
合
格
発
表
日
は
試
験
時
に

お
知
ら
せ

入
隊
時
期
／
来
年
３
月
下
旬

〜
４
月
上
旬（
別
に
設
定
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

厚
木
市
中
町
２
ー
６
ー
24
ほ

て
い
屋
２
ビ
ル
３
階

自
衛
隊
厚
木
募
集
案
内
所

☎（
4
0
0
）2
4
8
6

対申他

対申他

対申他

対申場問 他

対申

対申他

他

公益財団法人神奈川県市町村振興協会

この宝くじの収益金は市町村の
明るく住みよいまちづくりに使われます。
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